
 
 

資料３－１ 
幼保連携型認定こども園の設置認可について（１） 

 

１ 設置者 学校法人江楠学園 理事長 江口敏文 

２ 施設の名称  鍋島保育園 

３ 位置  佐賀市開成１丁目３－１ 

４ 設置の時期  令和６年４月１日 

５ 設置概要 

（１）移行概要 
既存保育所から幼保連携型認定こども園への移行 

 
（２）定員規模 

  0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 

保育不要 － 15 15 

保育必要 36 39 75 

計 36 54 90 
 

６ 基準への適合 
 （主なもの） 

（１）面積基準 
区分 基準  申請  

①園舎 503.82 ㎡ ≦ 594.45 ㎡ 適 

②園庭 446.20 ㎡ ≦ 630.00 ㎡ 適 

③乳児室等 56.10 ㎡ ≦ 105.99 ㎡ 適 

④保育室等 134.64 ㎡ ≦ 244.31 ㎡ 適 

 
（２）職員配置 

区分 基準  申請  
園長 1 人 ≦ 1 人 適 
保育教諭 11 人 ≦ 15 人 適 
調理員 1 人 ≦ 3 人 適 
学校医等 3 人 ≦ 3 人 適 

     
（３）学級数等 ［（注）学級数：3学級（3～5 歳）］ 

・保育室数（≧3 室）：3室 適 

・1 学級あたりの園児数（≦35 人）：18 人 適 

  ・担任数（≧3人）：3 人 適 

 
（４）子育て支援活動 
   子育て相談、一時預かり事業、情報提供事業 
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資料３－２ 
幼保連携型認定こども園の設置認可について（２） 

 

１ 設置者 社会福祉法人宗光会 理事長 宮木真竜 

２ 施設の名称  呼子こども園 

３ 位置  唐津市呼子町呼子１７４７－１０ 

４ 設置の時期  令和６年４月１日 

５ 設置概要 

（１）移行概要 
既存保育所から幼保連携型認定こども園への移行 

 
（２）定員規模 

 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 

保育不要 － 3 3 

保育必要 16 21 37 

計 16 24 40 
 

６ 基準への適合 
 （主なもの） 

（１）面積基準 
区分 基準  申請  

①園舎 359.60 ㎡ ≦ 600.98 ㎡ 適※ 

②園庭 376.50 ㎡ ≦ 537.00 ㎡ 適※ 

③乳児室等 29.70 ㎡ ≦ 58.93 ㎡ 適 

④保育室等 57.42 ㎡ ≦ 247.20 ㎡ 適 

   ※既存保育所の場合の特例基準を適用 
 
（２）職員配置 

区分 基準  申請  

園長 1 人 ≦ 1 人 適 

保育教諭 5 人 ≦ 6 人 適 

調理員 1 人 ≦ 2 人 適 
学校医等 3 人 ≦ 3 人 適 

 
（３）学級数等 ［（注）学級数：2学級（3～5 歳）］ 

  ・保育室数（≧2 室）：2 室 適 

・１学級あたりの園児数（≦35 人）：10～14 人 適 

  ・担任数（≧2人）：2 人 適 

 

（４）子育て支援活動 

   子育て相談、一時預かり事業、情報提供事業 

 



 
 

 
資料３－３ 

幼保連携型認定こども園の設置認可について（３） 

 

１ 設置者 学校法人宝禅学園 理事長 山﨑立哉 

２ 施設の名称  幼保連携型認定こども園 中原幼稚園 

３ 位置  三養基郡みやき町原古賀１５３２－４ 

４ 設置の時期  令和６年４月１日 

５ 設置概要 

（１）移行概要 
既存幼稚園から幼保連携型認定こども園への移行 

 
（２）定員規模 

 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 

保育不要 － 35 35 

保育必要 18 32 50 

計 18 67 85 
 

６ 基準への適合 
 （主なもの） 

（１）面積基準 
区分 基準  申請  

①園舎 467.52 ㎡ ≦ 724.00 ㎡ 適 

②園庭 429.70 ㎡ ≦ 434.71 ㎡ 適 

③乳児室等 29.70 ㎡ ≦ 35.47 ㎡ 適 

④保育室等 150.48 ㎡ ≦ 320.61 ㎡ 適 

 
（２）職員配置 

区分 基準  申請  

園長 1 人 ≦ 1 人 適 

保育教諭 7 人 ≦ 11 人 適 

調理員 1 人 ≦ 4 人 適 
学校医等 3 人 ≦ 3 人 適 

 
（３）学級数等 ［（注）学級数：3学級（3～5 歳）］ 

  ・保育室数（≧3 室）：3 室 適 

・１学級あたりの園児数（≦35 人）：20～24 人 適 

  ・担任数（≧3人）：3 人 適 

 

（４）子育て支援活動 

   子育て相談、園庭開放、親子教室、情報提供事業 

 
 



 
 

資料３－４ 
幼保連携型認定こども園の設置認可について（４） 

 

１ 設置者 社会福祉法人仁美会 理事長 江藤静香 

２ 施設の名称  みのりこども園 

３ 位置  杵島郡白石町大字新明２８４０番地１０ 

４ 設置の時期  令和６年４月１日 

５ 設置概要 

（１）移行概要 
既存保育所から幼保連携型認定こども園への移行 

 
（２）定員規模 

 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 

保育不要 － 10 10 

保育必要 15 25 40 

計 15 35 50 
 

６ 基準への適合 
 （主なもの） 

（１）面積基準 
区分 基準  申請  

①園舎 356.63 ㎡ ≦ 469.59 ㎡ 適 

②園庭 379.80 ㎡ ≦ 1,350.00 ㎡ 適 

③乳児室等 24.75 ㎡ ≦ 55.26 ㎡ 適 

④保育室等 81.18 ㎡ ≦ 199.25 ㎡ 適 

 
（２）職員配置 

区分 基準  申請  

園長 1 人 ≦ 1 人 適 

保育教諭 5 人 ≦ 7 人 適 

調理員 1 人 ≦ 2 人 適 
学校医等 3 人 ≦ 3 人 適 

 
（３）学級数等 ［（注）学級数：2学級（3～5 歳）］ 

  ・保育室数（≧2 室）：2 室 適 

・１学級あたりの園児数（≦35 人）：13～22 人 適 

  ・担任数（≧2人）：2 人 適 

 

（４）子育て支援活動 

   子育て相談、園庭開放、親子教室、情報提供事業 

 


